
　意見案第４号 

 

　　　　「予防のためのこどもの死亡検証（Ｃｈｉｌｄ Ｄｅａｔｈ Ｒｅｖｉｅｗ）」に 

　　　　関する意見書 

 

　「予防のためのこどもの死亡検証（以下、「ＣＤＲ」という。）」については平成30

年12月８日に成育基本法が成立し、第15条の２に「国及び地方公共団体は、成育過程に

ある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し、その収集、管理、

活用等に関する体制の整備、データベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとす

る。」と明記された。 

　さらに、令和元年６月６日成立の死因究明等推進基本法附則第２条において「国は、

この法律の施行後３年を目途として、死因究明等により得られた情報の一元的な集約及

び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、

管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、法制度等の

在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について検討を加えるものとする。」と

されたところである。 

　こうした中、国では、令和２年度から、死因の検証を行うことにより、効果的な予防

策を導き出し予防可能な子どもの死を減らすことを目的に、子どもの死亡に関する情報

収集や、調査報告を行うための関係機関との調整、政策提言のための検証などを行う

「都道府県ＣＤＲモデル事業」を開始し、複数の都道府県において試行的にＣＤＲに取

り組むことで、子どもの死亡に関する効果的な予防策を導き出すとともに、ＣＤＲの全

国的な実施に向けた課題を抽出することとしている。 

　よって、国においては、子どもの死亡検証の取組を通じ、予防可能な子どもの死を減

らすことができる体制の整備に向けて、次の事項について特段の取組を求める。 

記 

１　ＣＤＲにおいて個人情報の収集方法の取扱い等に係る法令の整備を行うこと。 

２　国の各機関が実施する死亡に関する検証と都道府県が実施する死亡検証の結果を集

約化し、一元的に共有する仕組みを検討すること。 

３　ＣＤＲを実施し、検証結果に基づいた幅広い予防策を行うためには、十分な財源が

必要となることから、必要な財政措置を講ずること。 

　以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 
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